
設計変更ガイドライン

設計変更ガイドラインの目的

土木工事及び建築工事は、各々の現場の自然的条件や社会的条件など、多様な制約

条件の下で個別に設計・施工を行い、多岐にわたる目的物を完成させなければならない

ことから、当初契約の施工条件には、不確定要素の多くを含まざるを得ないものとなっ

ており、工事の進捗と共に、発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり

得るものとなる。

一方で、土木工事の積算は、標準的施工能力の建設会社が、標準的な施工により工事

を完成させる場合を前提としており、これが予定価格決定の基礎とされ、ひいては入札

価格の上限になることから、不確定要素に伴うリスクについて考えると、現在の制度は、

これを受注者の入札価格に反映しがたい仕組みとなっている。

公共事業における土木工事は、発注者と受注者が、各々の対等な立場における合意に

基づいて公正な請負契約を締結し、誠実にこれを履行することとしており、発注者にお

いても、考慮されている工事施工上の制約となる施工条件を仕様書等に明示し、発注者

と受注者の役割分担を明確にするとともに、契約後に顕在化したリスクについては、設

計変更により応分に負担する必要がある。



（総則）

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ）

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請

負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法

等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注

者がその責任において定める。

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ

ならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号及

び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

１０ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

１１ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判

所とする。

１２ 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす

べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った

ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に

ついて当該代表者を通じて行わなければならない。

（条件変更等）

第１９条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し

たときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

（１）図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

（２）設計図書に誤謬又は脱漏があること。

（３）設計図書の表示が明確でないこと。

（４）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

（5）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を



発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、

その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ

を得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する

ことができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認

められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。

（１）第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるも

の 発注者が行う。

（２）第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

うもの 発注者が行う。

（３）第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第２０条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し

て、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第２１条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地

すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」

という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損

害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認

められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部

又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受

注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機機器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。



（工期の変更方法）

第２４条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっ

ては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請

求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。

（請負代金額の変更方法等）

第２５条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで

きる。

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に

発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。



１．用語の定義（設計図書とは）

発注者及び受注者は、契約約款を含む契約書に基づき、「設計図書」に従って、締結

した契約を履行しなければなりません。

ここでいう「設計図書」とは、契約約款第１条では、「別冊の図面、仕様書、現場説

明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。」と規定されています。

また、土木工事共通仕様書第１編第１章１－１－２では、「工事数量総括表」、さらに、

現場説明の、C、施工条件により「施工条件明示書」が規定されています。

２．設計変更の基本的な考え方

工事の設計積算は、現場の自然的条件、社会的条件、施工時期など、施工に影響を与

える様々な内容を、設計時点で出来る限り想定した上で行うものであり、工事の施工は、

これにより、作成した設計図書に基づいて実施すべきですが、やむを得ない事情により、

設計図書と現場等に差異が生じた場合は、当該工事との一体性を損なわない範囲におい

て、設計内容の変更を行います。その結果、工期や請負代金額に変更が生じた場合は、

変更により対応します。

３．設計図書の確認と手続

契約約款第１９条により、受注者は工事の施工に当たり、同条第１項の各号に該当す

る事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければ

なりません。

契約約款第１９条第1項の各号の内容については、「６．設計変更の対象となるケー

ス」の中で詳しく解説しています。

同条の規定に従った手続きの進め方は、次ページのフロー図のとおりとなります。



設計変更の手続きフロー

発 注 者 受 注 者

「設計変更の対象となる事項」

の①～⑤に該当する事実を発見

【第1９条第2項】

▼ ▼

監督員：調査の実施 監督員に通知し

受注者：立会 確認を請求

【第１９条第2項】 【第1９条第１項】

調査結果のとりまとめ ì 意 見

【第１９条第３項】

í 受 理

通知は

調査の終了後通

調査結果の通知 常１４日以内。

（事情により延

長可）

発注者において工事目的物の変更

í を伴わないと判断した場合は協議

【第１９条 【第１９条第４項３号】

第３項】

設計図書の 設計図書の ì

訂正（※） 変更（※）

【第１９条 【第１９条

第４項１号】 第４項２号】

▼

内容変更・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量総括等の変更設計書の作成

▼

必要があるときは、工期若しくは請

負代金額の変更

【第１９条第５項】

í 協議：工期の変更

請負代金額の変更

（※）訂正：契約約款第１９条第１項第１号から３号に該当する場合。

変更：契約約款第１９条第１項第４号から5号に該当する場合。



４．発注者・受注者の留意事項

（１）発注者の留意事項

請負工事の施工は設計図書に従って実施されるため、発注者は、受注者が工事

の目的に沿った適切な施工ができるよう、必要な施工条件を明示した設計図書を

作成し、また、変更の必要がある場合は、受注者に対して書面により指示を行わ

なければ成りません。

また、工事目的と関係のない工種の追加や、別の工事で施工すべき工種の追加

を受注者に対して指示する権限はありません。これらは全て協議によることとな

ります。

適切に工事を施工するため，発注者は次に事項に留意しなければ成りません。

ア．設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示・協議等は書面で行う。

（契約約款第１条第５条）

イ．受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者立会の

上、調査を行う。 （契約約款第１９条第２項）

ウ．設計変更後の請負金額や工期は、受注者と協議のうえ決定する。

（契約約款第２４条、第２５条）

エ．工事の施工に係る制約事項については、設計図書に必要な施工上検討を明

示する。

オ．一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合は、

一工事の設計変更を行う際に関連するその他の工事についても設計変更に係

る事由が発生する可能性があるため、その他の工事の設計変更について併せ

て検討する。

（２）受注者の留意事項

受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事の

施工にあたっては、発注者の意図、設計図書、現場条件などを事前に確認する必

要があります。

また、確認した内容も踏まえ、受注者から任意で定める範囲を含めた施工内容

を具体的に施工計画書に記載して工事着手前に提出しこれを遵守して施工しなけ

ればならない。

適切に工事を施工するため、受注者は次の事項に留意しなければなりません。

ア．設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示・協議等は書面で行う。

（契約約款第１条第５項）

イ．設計図書と工事現場に相違がある。必要な条件明示がされていないなど、

施工する上で疑義が生じ場合は、速やかに監督員に通知する。

（契約約款第１９条第１項）

ウ．数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その内容について、発注

者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い施工する。（独自の判断で

施工しない。）

エ．協議を求める場合は、協議理由及び協議内容を発注者が確認できるよう、

必要となる資料を添えて、書面により行う。



５．設計図書の照査

（１）土木工事の取扱い

１）設計図書の照査とは

「設計図書の照査」とは、発注者から受領した設計図書の内容に沿って工事を

実施した場合に、そのままでは工事の目的を達成できないような不備、問題点が

無いか確認することです。

具体的には、土木工事共通仕様書（１－１－３「設計図書の照査等:」）に規定

されているとおり、受注者が施工前及び施工途中において、自らの負担により契

約約款第１９条第１項第１号から第５号に該当する設計図書の問題点の存在の有

無を確認することです。

２）照査の結果により問題点が見つかった場合

受注者は、当初設計等に対して契約約款第１９条第１項に該当する事実が発見

された場合、速やかに監督員にその事実が確認出来る資料を書面により提出し確

認を求めなければいけません。

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工

図等を含むものとします。また受注者は、監督員からさらに詳細な説明または書

面の追加の要求があった場合は、これに従わなければ成りません。

また、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としません。

３）設計図書の照査項目及び主な内容

受注者が行うべき設計照査の主な内容について、具体的な参考例を巻末に示し

ています。

設計図書の照査によって、計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、

追加調査等が生じた場合は、発注者の責任において発注者の費用負担の基に行う

ものとなります。

４）設計図書の照査の範囲を超えるもの

受注者が行うべき、「設計図書の照査」の範囲を超える行為としては以下のも

のが想定されます。

①現地測量の結果、横断図全てを新たに作成し直す必要があるもの。または横

断計画の見直しを伴う横断図の作成が必要となるもの。

②施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴い、横断図の再作成が必要なも

の。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれ

る。

③現地測量の結果、排水路計画を新たに策定し直す必要があるもの。または、

土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。

④構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり、構造計算の再計算が必要とな

るもの。

⑤構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。

⑥現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。（標準設計で修正可能

なものであっても照査の範囲をこえるもの）

⑦構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合で、構造計算の再計算及

び図面作成が必要となるもの。



⑧試験杭等により基礎杭が変更となる場合で、構造計算の再計算及図面作成が

必要となるもの。

⑨土留め等の構造計算において、現場条件や施工条件が異なる場合で、構造計

算の再計算及図面作成が必要となるもの。

⑩「設計要領」・「各種示方書」等の対比設計。

⑪構造物の応力計算書における計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う

照査。

⑫設計根拠まで遡る見直しや必要となる工費の算出。

⑬新設舗装工事の再設計（現況CBRにあわせた舗装構成の再設定が必要な

もの）。

（２）建築工事の取扱い

建築物を建築、改修する工事（以下「建築工事」という。）においては、受注

者は、設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合は又は現場の納まり、取合

い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督

職員と協議することとなっています。

建築工事における、「監督職員と協議」とは、公共建築工事標準仕様書（１章

１節１．１．２用語の定義（５））では、「協議事項について、監督職員と受注者

等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すこと」）と規定されてい

ます。具体的には、公共建築工事標準仕様書（１．１．８「疑義に対する協議等」）

に規定されているとおりです。

協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合は、契約約款第１８条

の規定によります。



６．設計変更の対象となるケース

契約約款において、条件変更等に伴う設計変更の対象事項は、契約約款第１９条（条

件変更等）に、発注者が必要があると認めるときの設計図書の変更は、契約約款２０条

（設計図書の変更）に、また受注者の責によらない事由による工事の一時中止について，

契約約款第２１条（工事の中止）で規定しています。

このことから、設計変更の対象となる主な事項は次のとおりです。

①図面と仕様書が一致しない。（第１９条第１項第１号）

②設計図書に誤謬または脱漏がある。（第１９条第１項第２号）

③設計図書の表示が明確でない。（第１９条第１項第３号）

④設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない。

（第１９条第１項第４号）

⑤予期することのできない特別な状態が生じた。（設計図書で明示されていない施

工条件について） （第１９条第１項第５号）

⑥発注者が必要があると認めるときの設計図書の変更（第２０条）

⑦受注者の責によらない事由による工事の一時中止（第２１条）

上記以外にも契約約款では、支給材料及び貸与品（第１６条）、設計図書に不適合な

場合の措置等（第１９条）、また契約額が１．５億円以上５億円未満の工事において適

用されるなどにおいて、設計変更する場合が あることを規定しています。

しかし、上記に当てはまる場合であっても、設計変更の基本的な考え方の範囲を超え

る場合は、設計変更により対応することはできません。

また、発注者の指示を受けずに工事内容を変更して施工するなど、正規の手続きを経

ていない場合も、設計変更により対応することはできません。



（１）図面と仕様書が一致しない。（第１９条第１項第１号）

受注者は、図面と仕様書と仕様書が一致しない場合、監督員に発見事項を通知

し、当該事項の確認を請求します。

【例】 ①図面と仕様書等の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合。

②平面図と断面図の寸法、材料名、仕様等の記載が一致しない場合。

（受注者）

契約約款第１９条（条件変更等）第１項に基づき、その旨を直ちに監督員に通

知し、監督員の確認を請求する。

▼

（発注者）

第４項、第５項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正または変更（当初積算

の考え方に基づく条件明示）を行い、必要があると認められるときは、工期若

しくは請負代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（２）設計図書に誤謬または脱漏がある。（第１９条第１項第２号）

受注者は信義則上、設計図面が誤っていると思われる点を発注者に確認すべき

であり、大して発注者は、それが本当に誤っている場合には、設計図書を訂正す

る必要があります。

また、設計図書に誤謬または脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝

手に補って施工を続けるのではなく、発注者に確認して誤謬または脱漏部分を訂

正してもらう必要があります。

【例】 ①条件明示する必要があるにもかかわらず、土質に関する一切の条件明示

がない。

②条件明示する必要があるにもかかわらず、地下水位に関する一切の条件

明示がない。

③条件明示する必要があるにもかかわらず、交通誘導員警備員についての

条件明示がない。

④同一工事現場の建築、電気設備及び機械設備の各設計内容の整合性がと

れていない。

（受注者）

契約約款第１９条（条件変更等）第１項第２号に基づき、その旨を直ちに監督

員に通知。

▼

（発注者）

第４項、第５項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正または変更（当初積算

の考え方に基づく条件明示）を行い、必要があると認められるときは、工期若

しくは請負代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（３）設計図書の表示が明確でない。（第１９条第１項第３号）

設計図書等の表示が明確ではないとは、表示が不十分、不正確、不明確で実際

の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断が付かない場合のことで

す。

この場合においても、受注者が勝手に判断して施工することは不適当となりま

す。

【例】 ①土質柱状図は明示されているが、地下水位は不明確。

②水替工の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の

明示がない。

（受注者）

契約約款第１９条（条件変更等）第１項第３号に基づき、その旨を直ちに監督

員に通知。

▼

（発注者）

第４項、第５項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正または変更（当初積算

の考え方に基づく条件明示）を行い、必要があると認められるときは、工期若

しくは請負代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（４）設計図書に示された（自然的または人為的な）施工条件と実際の工事現場が一

致しない。

自然的条件とは、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面

の凹凸等の形状、地質、湧水の有無や量，地下水の水位、立木等の除去すべきも

のの有無などをいいます。

また、人為的な条件とは、地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道

路、工事に関する法令等があります。

【例】 ①設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない。

②設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない。

③設計図書に明示された交通誘導員の配置人数等が規制図と一致しない。

④設計図書に明示されたアスベスト含有建材と現場条件が一致しない。

⑤前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現条件と一致しな

い。

（受注者）

契約約款第１９条（条件変更等）第１項第４号に基づき、設計図書の条件明示

（当初積算の考え）と現地条件とが一致しないことを直ちに監督員に通知。

▼

（発注者）

調査の結果、その事実が確認された場合第４項、第５項に基づき、必要に応じ

て設計図書の変更を行い、必要があると認められるときは、工期若しくは請負

代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（５）予期することのできない特別な状態が生じた。（設計図書で明示されていない

施工条件について）

設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別

な状態が生じたことをいいます。

設計図書に施工条件として明示されていないが、工事実績の前提となる事項に

ついて、契約後に予期することのできない特別な状態が生じた場合には、発注者

に発生事項を通知し、当該事実の確認を請求します。

【例】 ①施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合。

①施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合。

③工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった場合。

（受注者）

契約約款第１９条（条件変更等）第１項第５号に基づき、その旨を直ちに監督

員に通知。

▼

（発注者）

調査の結果、その事実が確認された場合第４項、第５項に基づき、必要に応じ

て設計図書の変更を行い、必要があると認められるときは、工期若しくは請負

代金を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（６）発注者が必要があると認めるときの設計図書の変更

発注者は、住民要望や周辺環境等の与条件を検討した上で、工事を発注してい

ますが、工事着手までの状況変化により、設計図書を変更する必要があると認め

る場合、発注者は変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができ

ます。

【例】 ①周辺住民との協議により、変更する必要があると認める場合。

②関係官公庁の行政指導により、変更する必要があると認める場合。

③関連工事との調整により、変更する必要があると認める場合。

④施設の維持管理または利用方法が具体化したことにより、変更する必要

があると認める場合等。

（発注者）

契約約款第２０条（設計図書の変更）に基づき、必要があると認めるときは設

計図書の変更内容を受注者に通知し設計図書を変更することができる。

▼

受注者及び発注者は第２４条、第２５条に基づき、「協議」により工期及び請

負代金額を定める。



（７）受注者の責によらない事由による工事の一時中止

受注者の責めに帰することができない事由により、工事を施工できないと認め

られる場合には、発注者が工事の全部または一部の施工の一時中止を命じなけれ

ばなりません。

また、工事を一時中止したことにより、受注者が工事の執行に備え工事現場を

維持しておく必要が生じたり、労働者、建設機械器具等を保持するための費用が

生じるなど、工事の施工の一時中止に伴う増加費用が発生した場合は、発注者が

工期、請負代金額を変更して必要な負担をしなければ成りません。

【例】 ①工事用地が確保できる前提で発注したが、建物の除却が間に合わなくな

った。

②豪雨により現場への進入路の法面が崩落し、乗り込みができなくなった。

③工事着手直前に、地元から一部の計画の見直し要望が提出され、検討に

要する期間が必要になった。

（発注者）

契約約款第２１条に基づき、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事

の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。

▼

発注者は同３項の規定により、工事の施工の一時中止させた場合において、必

要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、必要な費用を負担

しなければならない。



７．設計変更の対象とならないケース

下記の場合においては、原則として設計変更はできません。（ただし契約約款第２７

条（臨機の措置）での対応の場合は除く）

①設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わす受注者が独

自に判断して施工をした場合。

※受注者は契約約款第１９条第１項により、設計図書と工事現場の不一致、条件

明示のない事項を発見したときは、その事実が確認出来る資料を書面（工事記

録等）②より監督員に提出し、確認を求める必要がある。

②発注者と「協議」をしているが、協議の回答前に施工を実施した場合。

※協議の回答は、発注者が契約約款第１９条第３項により、調査の終了後１４日

以内にすることとなっており、速やかな回答は発注者の責務である。しかし、

協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となどやむを得ず受注者の

意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。そのため、受注者

はその事実が判明次第、できるだけ早い段階で協議を行うことが重要である。

③「承諾」で施工した場合

※「承諾」とは、受注者が自らの都合による施工法法等について、監督員に同意

を得るものである。設計図書と工事現場の不一致、条件明示のない事項等の場

合は契約約款第１９条による確認をすることが必要であり、安易な承諾による

施工は避けるべきである。

④公共工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書・公共建築工事標準仕様書に定め

られている所定の手続きを経ていない場合。（契約約款第１９条～第２５条、共

通仕様書１－１－１５～１７、標準仕様書１．１．８～１．１．１０）

※発注者及び受注者は、通知・協議・指示・確認など、所定の手続きを経て変更

手続きに至る必要がある。

⑤正式な書面によらない事項（口答のみの指示・協議等）の場合（共通仕様書１－

１－２ ２４）

※発注者は、速やかに書面による指示・協議を行う。受注者は書面による指示・

協議等の回答を得て施工する。



８．仮設における「指定」と「任意」の使い分け

（１）基本的な考え方

工事目的物を完成させるために必要な仮設及び施工方法その他一切の手段（以

下「施工方法等」という。）については、受注者がその技術力等を発揮するとこ

ろであり、施工主体である受注者の責任による自主的な選択が原則となります。

一方、受注者の自主的な選択を制限する必要がある場合は、設計図書等に特別

の定めを明示し、「施工方法等」を指定することができます。

「指定」と「任意」の考え方は、工事の設計（積算）全般に共通する考え方で

すが、特に、仮設において、いずれに当たるのかを受発注者双方で確認しておく

ことが、役割の明確化につながります。

契約約款第１条第３項により、発注者の指定事項以外（設計図書に指定されて

いない場合）は、工事実施の手段、仮設物等は、受注者の裁量の範囲として見な

されます。

（２）指定仮設

関係官公署等の協議や第三者との調整等により、「施工方法等」を特に指定す

る必要がある場合は、発注者は設計図書等に仮設の構造、規格、寸法、工法等の

特別なさだめを明示し指定します。

【指定する場合の事例】

①関係官公署の協議により契約条件のある場合。

②特許工法または特殊工法を採用する場合。

③その他、環境対策等、第三者に特に配慮する必要がある場合。

④他の工事等に使用するため、仮設物を工事完成後も存置する必要がある場合

等。

（３）任意仮設

発注者は設計図書等に、仮設の構造、規格、寸法、施工方法等を決定するため

に必要な条件のみを明示します。工事の設計（積算） は、当該条件に基づき、

発注者の判断による仮設工を適切に計上します。

受注者は、明示された条件に基づき、その責任において自主的に仮設、施工方

法等を選択し、安全性の確認や経済性等必要な検討を行い施工します。

（４）仮設の設計変更の留意点

任意仮設は、原則として設計変更の対象としません。ただし、設計図書に明示

された、「設計方法等」を選定するために必要な条件について変更が生じた場合

は、設計変更の対象となります。

指定仮設は、受注者は裁量の余地が認められないため、現場で施工する構造、

規格、寸法、工法等の全てが設計変更の対象となります。



【留意事項のまとめ】

仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注者においては発注の際、任意

と指定の部分を明確にする必要がある。

▼

任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択

は、受注者に委ねられている。（変更の対象とはしない）

▼

発注者（監督員）は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必

要。

▼

（任意施工における不適切な対応例）

Ⅰ．○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。

Ⅱ．標準歩掛かりでは、バックホウで施工となっているので、「クラムシェル

での施工は不可」との対応。

Ⅲ．新技術の活用について、受注者から活用の申し出があった場合に、「積算

上の工法で施工」するよう対応。

【指定と任意の考え方】

施工方法等について具体 施工方法等について具体
設計図書

的に指定する。 的に指定しない。（※１）

発注者の指示または承諾 受注者の任意（施工計画
施工方法等の変更

が必要 書等の修正と提出は必要）

施工方法の変更がある
設計変更の対象とする。 設計変更の対象としない。

場合の設計変更

条件明示の変更に対応
設計変更の対象とする。 設計変更の対象とする。

場合の設計変更

その他 【指定仮設とすべき主な事項】

Ⅰ．河川堤防と同等の機能を有する仮締め切りのある

場合。

Ⅱ．仮設構造物を一般交通に供する場合。

Ⅲ．関係官公署との協議により制約条件のある場合

Ⅳ．特許工法または特殊工法を採用する場合。

Ⅴ．その他、第三者に特に配慮する必要がある場合。

Ⅵ．他工事等に使用するため、工事完成後も存置され

る必要のある仮設



※１ 発注者が積算で想定した仮設・施工方法等を｢参考図｣として示すことがあり

ます。参考図で示した内容は「任意」であり、実際の施工においては受注者を

拘束するものではありません。ただし、参考図等で示した内容と施工内容が大

幅に異なる場合は協議の対象となる場合があります。



９．施工条件明示

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で可能な限り明示

するものしています。受発注者間での積算額に大きな差異が発生する原因の１つが、

この施工条件の明示が適切に行われないことに起因しており、発注者は契約上の信義

として、判明している条件をもれなく明らかにしておく必要があります。

以下に主な明示事項を掲げていますが、これ以外にも、積算額に影響のある条件が

判明している場合は、適宜明示条項を追加します。

また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、

受発注者の協議により適切に対応する必要があります。

（１）土木工事の明示項目及び明示事項

明示項目 明 示 事 項

工程関係 １．他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、

全体工事等に影響がある場合は、影響箇所および他の工事の内容、

開始または完了の時期

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限され

る施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制

約を受ける内容及びその協議内容、成立見込時期

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され、

当該工事の工程に影響がある場合は、その項目および影響範囲

５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期

６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とす

る場合は、その項目および調査期間。また、地下埋設物の移設が予

定されている場合は、その移設期間

７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数

用地関係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理

の見込み期間

２．工事用地等の使用終了後における復旧内容

３．工事用仮設道路、資機材置場用の借地をさせる場合、その場所、

範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等

４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等

及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、

時期、期間、使用条件、使用方法等

公害関係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、

施工方法建設機械、設備、作業時間等を指定する必要がある場合、

その内容。

２．水替え・流入防止施設が必要な場合は、その内容。

３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容

(処理施設、処理条件等）

４．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯

渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・

事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査

方法、範囲等



明示項目 明 示 事 項

安全対策関係 １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と、近接する工事での施

工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。

３．落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施設が必要な場合は、その内

容

４．交通誘導警備員、警戒船及び発破作業者の保安設備、保安要員の

配置を指定する場合、または発破作業に制限がある場合は、その内

容

５．有毒ガス及び酸素欠乏症の対策として、換気設備等が必要な場合

は、その内容

工事用道路 １．一般道路を搬入路として使用する場合

関係 （１）工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限

がある場合は、その経路、期間、時間帯等

（２）搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その

処置内容

２．仮設道路を設置する場合

（１）仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、

期間

（２）仮道路の工事終了後の処置（存置または撤去）

（３）仮道路の維持補修が必要がある場合は、その内容

仮設備関係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引

き継いで使用する場合は、その内容、期間、時間帯等

２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び

施工方法

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。

建設副産物 １．建設発生土が発生する場合は、残土の受け入れ場所及び仮置き場

関係 所までの距離、時間等の処分及び保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合はその内

容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処

理場等の処理条件

なお、再資源化処理施設または最終処分場を指定する場合は、そ

の受け入れ場所、距離、時間等の処分条件

工事支障 １．地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存

物件等 在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、

防護等

２．地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工

事内容及び期間等

薬液注入関係 １．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範

囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等

２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。



明示項目 明 示 事 項

その他 １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及

び仮置き場所、期間、保管方法

２．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使

用の有無、引渡場所等

３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、規格または

性能、引渡場所、引渡期間等

４．関係機関、自治体等との近接協議に係るその内容。

５．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件

６．工事用電力等を指定する場合は、その内容

７．新技術、新工法、特許工法を指定する場合は、その内容

８．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期

９．給水のある場合は、取水箇所・方法等



（２）建築工事の明示項目及び明示事項

明示項目 明 示 事 項

工程関係 １．他の工事の開始または完了の時期により、当該工事の施工時期、

全体工事等に影響がある場合は、影響箇所および他の工事の内容、

開始または完了の時期

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限され

る施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制

約を受ける内容及びその協議内容、成立見込時期

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され、

当該工事の工程に影響がある場合は、その項目および影響範囲

５．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とす

る場合は、その項目および調査期間。また、地下埋設物の移設が予

定されている場合は、その移設期間

６．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数

用地関係 １．施工のための仮用地等として施工者に、官有地等を使用させる場

合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法

公害関係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、

施工方法建設機械、設備、作業時間等を指定する必要がある場合、

その内容

２．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯

渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・

事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査

方法、範囲等

安全対策関係 １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と、近接する工事での施

工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容

３．落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施設が必要な場合は、その内

容

４．交通誘導警備員の配置を指定する場合、その内容

５．有毒ガス及び酸素欠乏症の対策として、換気設備等が必要な場合

は、その内容

工事用道路 １．一般道路を搬入路として使用する場合

関係 （１）工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限

がある場合は、その経路、期間、時間帯等

（２）搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その

処置内容

２．仮設道路を設置する場合

（１）仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置

仮設備関係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引

き継いで使用する場合は、その内容、期間、時間帯等

２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び

施工方法

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容



建設副産物 １．建設発生土が発生する場合は、残土の受け入れ場所及び仮置き場

関係 所までの距離、時間等の処分及び保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合はその内

容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処

理場等の処理条件

なお、再資源化処理施設または最終処分場を指定する場合は、そ

の受け入れ場所、距離、時間等の処分条件

工事支障 １．地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存

物件等 在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、

防護等

２．地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工

事内容及び期間等

薬液注入関係 １．薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範

囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等

２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容

その他 １．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使

用の有無、引渡場所等

２．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、規格または

性能、引渡場所、引渡期間等

３．関係機関、自治体等との近接協議に係る条件及びその内容

４．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件

５．工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容

６．新技術、新工法、特許工法を指定する場合は、その内容

７．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期

※ 建築工事において、建物を使用しながら改修工事を実施する場合は、多様な制約

を踏まえ、必要に応じて工程に関する施工条件を設定し、工程に影響を及ぼす施工

手順を明らかにしておく必要があります。

①特定の条件が付され当該工事の工程に影響を及ぼすと考えられる場合

⇒（記載内容例）作業可能日・時間、施工手順等を示す。

②工事を安全かつ効率的に進めるために、複数の作業範囲に分割する場合

⇒（記載内容例）作業の着手順序・作業工程、資材等の搬入経路等を示す。


